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(57)【要約】
　本明細書には、アイトラッキング機能を備えて、立体
視プレノプティック画像または映像をユーザに対して表
示するためのシステムおよび方法が記載されている。表
示デバイスは、プレノプティック画像または映像をスク
リーン上に表示させるとともに、このプレノプティック
画像または映像をユーザの注視の目座標に対応する深度
面にフォーカスしている。表示されるプレノプティック
フレーム内でフォーカスされる深度面は、フレームが映
像ストリームで進むに従って更新しており、これにより
ユーザの注視箇所に応じて目下表示中のプレノプティッ
クフレームの深度面が絶えずリフォーカスされる。
【選択図】　　　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのプレノプティック画像を作成することが可能なプレノプティック画像
ソースと、
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像内の物体を深度面に割り当てるように構成
された深度マッピングモジュールと、
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像を表示するためのディスプレイと、
　前記ディスプレイ上のユーザの注視位置をトラッキングするように構成されかつ前記ユ
ーザによって観察されている深度面に前記表示画像のフォーカルプレーンを設定している
アイトラッキングシステムと、
を備える、プレノプティック画像を作成するためのシステム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像はプレノプティック画像からなる映像であ
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像は立体視画像である、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像は２次元画像である、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項５】
　前記アイトラッキングシステムは前記ユーザの目の動きおよび座標をトラッキングする
ために前記ユーザによって装着されるメガネを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記アイトラッキングシステムは前記ユーザの目の動きおよび座標をトラッキングする
ように構成された赤外線システムを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記プレノプティック画像ソースはプレノプティック画像フレームを備えた映像を表示
することが可能である、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　少なくとも１つのプレノプティック画像を作成することと、
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像内の物体を深度面にマッピングすることと
、
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像を表示することと、
　ディスプレイ上のユーザの注視位置をトラッキングすることと、
　前記ユーザによって観察されている深度面に前記表示画像のフォーカルプレーンを設定
することと、
を備える、ユーザにより観察される画像のフォーカルプレーンを設定する方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像はプレノプティック画像からなる映像であ
る、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像は２次元画像である、請求項８に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記ユーザの注視位置をトラッキングすることは、前記ユーザの目の前記動きおよび座
標をトラッキングするために前記ユーザによって装着されるメガネを備える、請求項８に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記ユーザの注視位置をトラッキングすることは前記ユーザの目の前記動きおよび座標
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をトラッキングするように構成された赤外線システムを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　少なくとも１つのプレノプティック画像を作成するための手段と、
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像内の物体を深度面に対してマッピングする
ための手段と、
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像を表示するための手段と、
　ディスプレイ上のユーザの注視位置をトラッキングするための手段と、
　前記ユーザによって観察されている深度面に前記表示画像の前記フォーカルプレーンを
設定するための手段と、
を備える、プレノプティック画像のフォーカルプレーンを設定するシステム。
【請求項１４】
　少なくとも１つのプレノプティック画像を作成するための前記手段はプレノプティック
カメラを備える、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像内の物体を深度面にマッピングするための
前記手段は座標マッピングモジュールを備える、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像を表示するための前記手段は表示デバイス
を備える、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ディスプレイ上のユーザの注視位置をトラッキングするための前記手段はアイトラ
ッキングメガネを備える、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ディスプレイ上のユーザの注視位置をトラッキングするための前記手段は赤外線ア
イトラッキングシステムを備える、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ユーザによって観察されている深度面に前記表示画像の前記フォーカルプレーンを
設定するための前記手段は深度面フォーカスモジュールを備える、請求項１３に記載のシ
ステム。
【請求項２０】
　プロセッサによって実行されたときに前記プロセッサに対してプレノプティック画像の
フォーカルプレーンを設定する方法を実行させる命令を備えた非一時的コンピュータ読み
取り可能な媒体、ここにおいて前記方法は、
　少なくとも１つのプレノプティック画像を作成することと、
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像内の物体を深度面にマッピングすることと
、
　前記少なくとも１つのプレノプティック画像を表示することと、
　ディスプレイ上のユーザの注視位置をトラッキングすることと、
　前記ユーザによって観察されている深度面に前記表示画像の前記フォーカルプレーンを
設定することと、
を備える、
非一時的コンピュータ読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]本発明は一般的には立体視プレノプティックビデオ画像（stereoscopic plenopt
ic video images）を作成するためのシステムおよび方法に関し、またより詳細には観察
者の目の座標をトラッキングすることによって立体視プレノプティックビデオ画像を作成
し表示するためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　[0002]３Ｄ立体視映像は固定したフォーカスを有する、このことは観察者が設定深度面
（set depth plane）の外部において画像にフォーカスしようと試みたときに深度の錯覚
が破られることを意味する。この効果のために、３Ｄコンテンツの一部の観察者に目の疲
れを生じさせる可能性があり、これは当初撮像された際にシーンの設定深度面の外部にあ
ったコンテンツに目がフォーカスしようと試みる（ものの、これがうまくできない）こと
による。プレノプティック（別名、「ライトフィールド」）カメラ技術は、画像が取り込
まれた後のフォーカスを可能にするように画像を取り込むことを可能にしている。従来の
応用設定ではこれによって、プレノプティック画像内のあらゆる物体をそれがどんなフォ
ーカルプレーン（focal plane）内に包含されていてもシャープなフォーカスにすること
を可能にしている。
【０００３】
　[0003]従来の写真技術では、画像のフォーカス領域は写真を撮影する前に構成されてい
る。写真が撮影された後では、フォーカス領域が設定されており、フォーカスの外れた領
域を合フォーカスにすることは不可能である。逆に、ライトフィールドカメラすなわちプ
レノプティックカメラは、シーンの視野域内のライトフィールド全体を取り込むために特
殊なレンズおよびセンサを使用する。したがってプレノプティックカメラは、空間内のあ
らゆる点であらゆる方向に伝播する光のすべてを取り込むことが可能である。プレノプテ
ィックカメラではすべての光の色相、方向および強度が取り込まれるため、写真が撮影さ
れた後でソフトウェアを用いてフォーカシングが実行される。写真が撮影された後にフォ
ーカスすることによってユーザは、合フォーカスの画像領域を任意の時点で修正すること
が可能となる。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]一実施形態では本発明は、プレノプティック画像を作成するためのシステムを提
供する。本システムは、少なくとも１つのプレノプティック画像の作成が可能なプレノプ
ティック画像ソースを備える。本システムは、少なくとも１つのプレノプティック画像内
の物体を深度面に割り当てるように構成された深度マッピングモジュールをさらに備える
。本システムは、少なくとも１つのプレノプティック画像を表示するためのディスプレイ
をさらに備える。本システムは、ディスプレイ上のユーザの注視位置をトラッキングする
ように構成されたアイトラッキングシステムと、ユーザによって観察されている深度面に
表示画像のフォーカルプレーンを設定することと、をさらに備える。
【０００５】
　[0005]別の実施形態では本発明は、ユーザにより観察される画像のフォーカルプレーン
を設定するための方法を提供する。本方法は、少なくとも１つのプレノプティック画像を
作成することを備える。本方法は、少なくとも１つのプレノプティック画像内の物体を深
度面にマッピングすることをさらに備える。本方法は、少なくとも１つのプレノプティッ
ク画像を表示することをさらに備える。本方法は、ユーザの注視位置およびディスプレイ
をトラッキングすること、ならびにユーザによって観察されている深度面に表示画像のフ
ォーカルプレーンを設定することをさらに備える。
【０００６】
　[0006]別の実施形態では本発明は、プレノプティック画像のフォーカルプレーンを設定
するためのシステムを提供する。本システムは、少なくとも１つのプレノプティック画像
を作成するための手段を備える。本システムは、少なくとも１つのプレノプティック画像
内の物体を深度面にマッピングするための手段をさらに備える。本システムは、少なくと
も１つのプレノプティック画像を表示するための手段をさらに備える。本システムは、デ
ィスプレイ上のユーザの注視位置をトラッキングするための手段をさらに備える。本シス
テムは、ユーザによって観察されている深度面に表示画像のフォーカルプレーンを設定す
るための手段をさらに備える。
【図面の簡単な説明】
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【０００７】
【図１】[0007]メガネ（Ｂ）を介したまたは赤外線（Ａ）を介したユーザのアイトラッキ
ングを用いたスクリーン上の３Ｄプレノプティック画像を観察しているユーザを示した図
。
【図２】[0008]ユーザの目の座標に従ってフォーカシングを受ける３つの深度面を有する
プレノプティック画像フレームの図。
【図３】[0009]本発明の一実施形態に従ったシステムレベル概要のブロック図。
【図４】[0010]３Ｄプレノプティック映像を作成するためのプロセスの概要を示した流れ
図。
【図５】[0011]ユーザの目の位置を取り込むためのプロセスの概要を示した流れ図。
【図６】[0012]ユーザの目の座標をプレノプティック画像深度面にマッピングするための
プロセスの概要を示した流れ図。
【図７】[0013]ユーザの目の座標をプレノプティック画像深度面にマッピングするための
プロセスの概要を示した流れ図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　[0014]本発明の実施形態は、ユーザに対して立体視プレノプティック画像を表示するた
めのシステムおよび方法に関する。プレノプティック画像は、単一のプレノプティック画
像から当該画像を立体視的に表示するのに十分な情報を包含する。プレノプティックカメ
ラは深度情報を記録しているため（様々な深度でのフォーカスが可能であるため）、単一
のプレノプティック画像取り込みからソフトウェアで立体視画像が構築され得る。プレノ
プティックカメラは、「４次元の」ライトフィールド情報を取り込むためにマイクロレン
ズアレイを使用する。マイクロレンズアレイは、マイクロレンズ上の入射光（incident r
ays）の一部を分離して同じ位置から発せられたが異なる角度方向となった束にすること
が可能である。したがって、取り込まれたプレノプティック画像はあるフォーカス距離範
囲をカバーするある画像ボリュームを、アポステリオリ（a posteriori）に再生成するの
に十分な情報を包含する。異なる焦点距離および深度（different focal distances and 
depths）において画像対をマッチングさせることによって、ユーザに対して３Ｄ用途向け
にプレノプティック画像が立体視的に表示され得る。
【０００９】
　[0015]実施形態は一般的には、静止画像や映像を作成するためにプレノプティック画像
を使用するシステムおよび方法に関し、ここにおいてこの画像や映像の異なる深度部分は
アイトラッキングの使用を通じてユーザによってフォーカスされ得る。したがっていくつ
かの実施形態では、多重深度面情報を包含した２Ｄまたは３Ｄ動画シーケンスを作成する
ために個々のプレノプティック画像からなるストリームが１つのフレームシーケンスに合
成される。プレノプティックデータからなる各フレームは、ユーザに対して表示するため
にたとえば毎秒３０フレームなどの標準的な速度で合成されることがある。ユーザに対し
てある特定の映像フレームが表示されているときに、本システムは画像のある種のフィー
チャの２Ｄスクリーン座標をその適正な深度面にリンクさせているフレームごとの座標マ
ップを計算することになる。たとえば、シーンの前景にある木が前方深度面に割り当てら
れることになり、また背景にある山が第２の深度面に割り当てられることになる。動画の
シーンごとに異なる数の深度面が使用されることがある。要素が数個だけの単純なシーン
は２～５の深度面を有することがある一方、多くの要素を伴ったさらに複雑なシーンは６
～１０の深度面を有することがある。
【００１０】
　[0016]画像の各フィーチャの２Ｄ座標が深度面に割り当てられると、３Ｄテレビジョン
などの標準的なまたは立体視的なディスプレイ上にフレームが表示され得る。ユーザの目
を正しい深度面上に適正にフォーカスするために本システムは、ディスプレイ上でユーザ
がフォーカスしていた位置を検出し、次いでこのレンダリングされたプレノプティック画
像を観察者の注視を包含したスクリーン座標に対応する深度面にリフォーカスさせるアイ
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トラッキング構成要素を含むことになる。この実施形態で使用するためのアイトラッキン
グデバイスの例はよく知られており、Ｔｏｂｉｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ（Ｆａ
ｌｌ　Ｃｈｕｒｃｈ，ＶＡ）によるＩＳ－１またはＩＳ－２　Ｅｙｅ　Ｔｒａｃｋｅｒな
どである。これらの特定のデバイスは、ユーザの目の位置および注視をトラッキングする
ためにユーザの角膜から反射する赤外光を使用する。他のシステムは、ユーザによって任
意の時点でフォーカスされる画像内の点を計算するために、ユーザによって装着されたヘ
ッドアップディスプレイやメガネの中にカメラ、赤外線レーザーまたは赤外線センサを組
み込むことがある。
【００１１】
　[0017]このような要素の組合せによれば、表示画像のフォーカルプレーンをユーザによ
って目下観察されている深度面に適応させることによってユーザが注視している箇所の変
化に応答するような反応性の画像や動画を表示するシステムが得られる。したがって、こ
のシステムによってユーザは、任意の検知深度にある２Ｄまたは立体視像（３Ｄ）内の表
示されたシーンの任意の一部に関してクリアなフォーカスを得ることが可能となる。
【００１２】
　[0018]図１は、ユーザに対してプレノプティック画像および映像を表示するためのプレ
ノプティック映像システム１００の一実施形態の図である。テレビジョンスクリーン（た
だし、これに限らない）などの表示デバイス１１０が、ユーザに対してプレノプティック
映像情報１２０を表示させる。スクリーン１１０はたとえば、単一のプレノプティック画
像、２Ｄプレノプティック画像または３Ｄプレノプティック映像を表示することがある。
図１に示した実施形態では、プレノプティック画像１２０は表示された画像の前景に第１
の人物１２５Ａと第２の人物１２５Ｂとを含む。さらに、表示された画像の背景にはシー
ンの一部として表された山１２８が存在している。人物１２５Ａ、Ｂの像を有する前景が
１つの深度面を示すことがある一方、山１２８の背景シーンが第２の深度面を示すことが
ある。プレノプティックフレーム内には、その各々が表示されたシーンの異なる部分を示
すような任意の数の深度面が存在することがある。
【００１３】
　[0019]表示デバイス１１０は、プレノプティックデータを表示デバイス１１０に送るハ
ードウェアデバイス１４０に接続されることがある。ハードウェアデバイス１４０はたと
えば、プレノプティック映像や画像データを保存しているブルーレイ（登録商標）ディス
クプレーヤや記憶デバイスを備えることがある。一実施形態では、「Ａ」で示した１対の
観察者の目１６０が表示デバイス１１０上のプレノプティック画像または映像１２０を注
視しており、またこれがアイトラッキングデバイス１３０を介して線Ｃ2およびＣ2に沿っ
てトラッキングされている。アイトラッキングデバイス１３０は、プレノプティック画像
または映像１２０上の観察者の目の位置および観察角度をトラッキングするために赤外線
システムを備えることがある。観察者の目位置および観察角度をトラッキングすることに
よって本システムは、事前規定の時間期間にわたって観察が見ているディスプレイ１１０
上の場所を決定することが可能である。たとえば本システムは観察者が表示デバイス１１
０上を見回すに連れて、観察者の目を１秒ごと、２分の１秒ごと、４分の１秒ごと、また
は１０分の１秒ごとにトラッキングすることがある。アイトラッキングデバイス１３０は
また、追加のユーザに対して、プレノプティック画像または映像１２０を観察すること、
ならびにその部屋にいる各観察者の位置および注視を別々にトラッキングすることを可能
にさせることができ得る。
【００１４】
　[0020]本システムによってユーザが任意の時点で見ているところが計算され終わった後
に、本システムはディスプレイ上における観察者の注視の２Ｄ座標を決定することが可能
である。たとえば本システムは、ディスプレイを２次元の格子になるように分割するとと
もに、このディスプレイ１２０に関する事前規定の格子内においてユーザが位置Ｘ＝１０
０、Ｙ＝２００のところを見ていると決定することがある。ディスプレイ上でユーザが注
視している座標位置が決定された後に本システムは次いで、どの深度面が観察されている
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かを決定することになる。本システムは次いで、観察者向けに表示された画像を観察者が
注視している位置および深度面にフォーカスさせることになる。したがって、表示される
プレノプティック画像フレーム１２０は、観察者の注視箇所に対応する深度面にフォーカ
スが来ることになる。
【００１５】
　[0021]たとえば観察者が前景の人物１２５Ａを注視している場合、アイトラッキングデ
バイス１３０は、目下のフレーム１２０上の座標箇所として観察者の目の注視をトラッキ
ングするとともに、プレノプティックフレームを人物１２５Ａに帰結する対応する深度面
にフォーカスすることができ得る。本システムは、フレームが変わるに従って合フォーカ
スの深度面を更新する。そのため観察者がフレーム１２０上の異なる場所を見るに従って
観察者の注視箇所が変わると、フォーカスのある深度面もフレームが２Ｄ映像ストリーム
を進むに連れて変化する。さらにプレノプティックフレーム１２０は、３Ｄ映像ストリー
ムのフレームとすることがある。
【００１６】
　[0022]したがってユーザが表示スクリーン１１０の自身の注視箇所を変えると、フレー
ムが立体視映像ストリームで表示される際に本システムは異なる深度面にフォーカスをも
って来ることになる。この結果は、見かけでは表示デバイス１１０上に表示されたのでは
なくユーザの前方で演じられる「実在の」シーンと同じである。別の実施形態では、「Ｂ
」で示した観察者の目がアイトラッキングメガネ１５０を介してトラッキングされている
。この実施形態では表示スクリーン１１０は、アイトラッキングメガネ１５０に対してま
たアイトラッキングメガネ１５０からのデータの送受信をするように構成された内部のま
たは外部の受信機を備える。アイトラッキングメガネ１５０は、表示スクリーン上のユー
ザ注視の位置を能動的にトラッキングするとともに、このユーザの注視情報を表示スクリ
ーン１１０に送信する。表示スクリーン１１０は次いで、観察者の目の座標に関する任意
の２Ｄ座標を含んだこの注視情報を、スクリーン向けの座標決定系に変換することがある
。たとえばメガネ１５０の内にある観察者の目がプレノプティックフレーム１２０のうち
の（ｘ1，ｙ1）という２Ｄ座標箇所にある箇所を注視している場合、表示スクリーン１１
０は方向余弦行列または数学的変換を用いてこの２Ｄ座標箇所を、表示スクリーン１１０
上の座標（ｘ1’，ｙ1’）の等価位置に変換することがある。スクリーン１１０上におけ
る観察者の注視の箇所が既知となると、プレノプティックフレーム１２０は次いで、スク
リーン上のユーザが見ている位置にクリアなフォーカスされた画像がユーザによって見え
るように対応する深度面にフォーカスすることが可能である。実施形態「Ａ」に関して上
で説明したように、プレノプティック映像フレーム１２０は２Ｄまたは３Ｄ映像ストリー
ムのいずれかのフレームとすることができ得る。
【００１７】
　[0023]図２は、３つの異なる深度面にフォーカスされた同じ取り込まれたプレノプティ
ック画像の異なる例を示している。第１の画像２０１では、オットセイ２０２を含んだ前
景深度面が画像のフォーカルプレーンにあるように設定されている。したがって、手前側
のオットセイ２０２が合フォーカスとなって示されており、一方中間のオットセイ２０３
と山のシーン２０４はフォーカス外れで示されている。第２の画像２０５では、シーンの
中央の中間のオットセイ２０３に合フォーカスとなるようにそのフォーカルプレーンが中
間の深度面と一致するように設定されており、一方手前側のオットセイ２０２と山のシー
ン２０４はボケている。第３の画像２０７は、山のシーン２０４が合フォーカスとなり、
一方手前側のオットセイ２０２と中間のオットセイ２０３はフォーカス外れとなるように
フォーカルプレーンが背景の深度面と一致するように設定されている例を示している。
【００１８】
　[0024]図２に示したように、立体視テレビジョン２２０は動画の各プレノプティックフ
レームを表示することができ得る。フレームが表示されると、観察者の目の注視が計算さ
れ、次いでテレビジョン２２０上でユーザが特定の任意の時点で見ている場所に関する予
測がなされる。一実施形態では、観察者の目の動きがリアルタイムでトラッキングされ、
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ユーザがある特定の時点で画像内のどこを見ているかに基づいてテレビジョン２２０上に
提示される画像は絶えず異なるフォーカスに合フォーカスになったりフォーカス外れにな
ったりしている。したがってシステムは、ユーザの注視を監視するとともに、十字細線２
２５で示したようにユーザがある特定の時点でテレビジョン上で見ている場所の２次元座
標を予測することができ得る。これらの座標からシステムは、どの深度面を合フォーカス
にさせるべきかを予測することが可能である。たとえば観察者が中間のオットセイ２０３
を見ているとき、ユーザにこの中間のオットセイのクリアな像が得られるようにこのオッ
トセイと関連付けされた深度面を合フォーカスにもって来ることになる。本システムは次
いで、ユーザによって具体的に観察されているフィーチャの深度面と連携するように、プ
レノプティック画像のフォーカスを変更するとともに表示されるフォーカルプレーンを絶
えず更新するように構成されている。このためにシステムは、ユーザに対して絶えずフォ
ーカスの合った立体視情報を提示することが可能である。
【００１９】
　[0025]図３は、図１のシステム１００と同様とし得るシステム３００のブロック図であ
る。アイトラッキングおよび深度面フォーカシングシステムの機能のうちの多くを提供す
るためにシステム内で協働して動作するような１組のシステムモジュール３１０が示され
ている。アイトラッキングモジュール３０４は、表示されたプレノプティック映像または
画像を注視する間における観察者の目の座標をトラッキングする役割をする。観察者の目
はたとえば、アイトラッキングメガネまたは赤外線システムを介してトラッキングされる
ことがある。座標マッピングモジュール３０６は、観察者の目の座標面を表示デバイスの
対応する座標面に変換するように構成されている。
【００２０】
　[0026]表示デバイス上における観察者の注視の２Ｄ座標箇所は、目下表示中のプレノプ
ティックフレームにどの深度面がフォーカスされ得るかを決定することができ得る。深度
面フォーカスモジュール３０８は、目下表示中のプレノプティックフレームをそのフレー
ム上の観察者の注視の箇所に対応する深度モジュールにフォーカスさせるように構成され
ている。たとえば目下表示中のプレノプティックフレームが１０面の異なる深度面を備え
る場合、深度面フォーカスモジュール３０８は（モジュール３０６による計算に従って）
１０面の深度面のうちのどの面が観察者の２Ｄ座標箇所に対応するかを計算するとともに
、これに従って目下表示中のプレノプティックフレームの１０面の深度面のうちの１つを
フォーカスすることができ得る。
【００２１】
　[0027]プレノプティック画像記憶装置３２２は、システム３００によって表示させよう
とするプレノプティック画像を保存するように構成されている。プレノプティック２Ｄ画
像作成器モジュール３２０は、プレノプティック画像記憶装置３２２から表示のために待
ち行列に入れられたプレノプティック画像を取り出すことができ得る。プレノプティック
映像作成器モジュール３１８は、プレノプティック画像記憶装置３２２からプレノプティ
ック画像のシーケンスを取り出すとともにこれらを映像ストリームに変換するように構成
されることがある。同じくシステム３００内には、アイトラッキングおよび深度面フォー
カシングのためのモジュール３１０の組をプレノプティック映像または画像ソースモジュ
ール３１８および３２０のうちのいずれかと組み合わせるように構成されたプロセッサ３
０２を存在させることが可能である。映像作成モジュール３１２は、プレノプティック映
像モジュール３１８から出力された２Ｄ映像ストリームを３Ｄプレノプティック映像スト
リームに変換するように構成されることがある。さらにシステム３００は、２Ｄ映像スト
リームを表示するために２Ｄ映像信号をモジュール３１２に通すことが可能なように構成
されることがある。表示出力３１４は、３Ｄ映像をモニターやテレビジョンなどの表示デ
バイス上に表示するように構成されることがある。作成画像出力モジュール３１６は、単
一のプレノプティック画像またはフレームを表示出力３１４上に表示するためのフォーマ
ットとなるように変換することができ得る。
【００２２】



(9) JP 2016-504825 A 2016.2.12

10

20

30

40

50

　[0028]図４は、本明細書で検討しているような３Ｄプレノプティック映像を作成するた
めのプロセス４００の一実施形態の流れ図である。プロセス４００は、プレノプティック
画像を取り込むためのブロック４１０で開始される。プレノプティック画像は、「Ｒｅｄ
　Ｈｏｔ」モデル（ｌｙｔｒｏ．ｃｏｍ；Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｖｉｅｗ，ＣＡ）などのプ
レノプティックカメラ、またはプレノプティック画像の映像ストリームを取り込むように
構成されたプレノプティック映像記録デバイスを介して取り込まれ得る。ブロック４１０
ではプロセス４００はさらに、プレノプティック画像のストリームを取り込むとともに、
映像ストリームを作成するように取り込まれた画像をシーケンスの形に「一体に縫い合わ
せる」ことができ得る。プロセス４００は次いで、プレノプティック画像の深度面が規定
されるブロック４２０に進む。
【００２３】
　[0029]たとえば前景に人物がありかつ背景に木があるような単純なプレノプティックフ
レームでは、プロセスブロック４２０は２つの深度面だけしか規定しないことがある。逆
に、複数の深度領域を備えたさらに複雑なプレノプティックフレームではプロセス４００
はブロック４２０において、画像内でその各深度面がプレノプティック画像内の異なる深
度領域を意味するようなさらに多くの深度面を規定することがある。プロセス４００は次
いで、観察者の目の位置を取り込むためのプロセスブロック４３０に続く。観察者の目の
位置を取り込むこのプロセス４３０については、後で図５に関連してさらに詳細に説明す
ることにする。
【００２４】
　[0030]観察者の目の座標が取り込まれた後に、プロセス４００は目の座標情報を読み取
るためにブロック４４０に続く。この目の座標情報は、観察者によって観察されている表
示デバイス上において観察者が当該時点で見ている場所である決定された座標位置である
。プロセス４００は次いで、ユーザの目の座標を表示されたプレノプティックフレームの
座標面と対応する深度面とにマッピングするためのプロセスブロック４５０に進む。プロ
セス４５０については、後で図６に関連してさらに詳細に説明することにする。
【００２５】
　[0031]次にプロセス４００は、プレノプティックフレームまたは画像が観察者の注視箇
所に対応する深度面にフォーカスされるプロセスブロック４６０に進む。このプロセスに
ついては、後で図７に関連してさらに詳細に説明することにする。最後にプロセス４００
はブロック４７０に進むとともに、観察者の目下の注視箇所に対応する深度面にフォーカ
スされ終えたプレノプティックフレームを表示する。
【００２６】
　[0032]プロセス４００は次いで、映像ストリーム内のプレノプティックフレームのシー
ケンスにあるプレノプティックフレームごとに反復する。したがって、映像シーケンス内
の各プレノプティックフレームは観察者の２Ｄ注視座標、深度面およびフォーカス領域を
規定し直している。得られた３Ｄ映像は、プレノプティック映像ストリーム内の各プレノ
プティックフレームのフォーカスされた領域を観察者の注視箇所に基づいて相次いで更新
しているような「実在の」体裁を有する。
【００２７】
　[0033]図５は、ユーザの目の位置を取り込むためのプロセスブロック４３０で行われる
プロセスをさらに詳細に示している。プロセス４３０は、開始ブロック５１０で始まり、
次いで観察者がアイトラッキングメガネを用いていることをシステムが検出したか否かが
判定される判断ブロック５２０に進む。観察者が起動されたアイトラッキングメガネをし
ていることが分かった場合、プロセスは観察者の目のトラッキングを開始するためにブロ
ック５３０に進む。次にプロセスは、メガネ内部の観察者の目の観察座標をプレノプティ
ック画像のうちユーザが注視しているところに表示された領域の２Ｄ座標箇所に対応して
トラッキングを開始するためにブロック５４０に進む。プロセスは次いでユーザの目の座
標を、表示スクリーン上の表示されたプレノプティック画像の対応する座標にマッピング
するブロック５８０に進む。この変換は、表示されたプレノプティック画像の大きさおよ
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びスクリーンの大きさに応じて様々となる。プロセスは次いで、システム内部に観察者の
目下の目の座標情報を保存するためにブロック５９０に進む。
【００２８】
　[0034]判断ブロック５２０に戻って、観察者が起動されたアイトラッキングメガネをし
ていないと判定された場合、プロセスは観察者の目をトラッキングするために赤外線シス
テムが利用可能かどうかを判定するために判断ブロック５５０に進む。利用可能な赤外線
アイトラッキングシステムが存在する場合、プロセスは観察者の目の座標をプレノプティ
ック画像のうちユーザが注視しているところに表示された領域の２Ｄ座標箇所に対応して
トラッキングするためにブロック５６０に進む。プロセスは次いで、ユーザの目の目座標
を表示スクリーン上でユーザが見ている位置に対してマッピングするためにブロック５８
０に進む。プロセス４３０は次いで、システム内における座標のマッピングおよび保存の
ためにブロック５９０に進む。
【００２９】
　[0035]判断ブロック５５０において赤外線アイトラッキングシステムがアイトラッキン
グに利用可能でないと判定された場合、プロセスは観察者の目の座標をトラッキングする
ための他のトラッキングシステムを開始させるためにブロック５７０に進む。プロセスは
次いで、上で検討したようなユーザそれ注視しているディスプレイの座標のマッピングお
よび保存のために上で検討したようにブロック５８０および５９０に進む。
【００３０】
　[0036]図６は、ユーザの目の２Ｄ座標をプレノプティック画像深度面に対してマッピン
グするためのプロセス４５０をさらに詳細に考察したものである。プロセスは、目下表示
中のプレノプティックフレーム内に存在する深度面の数が決定されているブロック６１０
で開始される。次に、目下表示中のプレノプティックフレーム内の深度面の数に関する決
定がなされた後にプロセスは、目下表示中の画像内にある深度面のうちのどれが観察者の
注視の箇所に対応するかを決定するためにブロック６２０に進む。たとえば、深度面が２
つしか存在せずかつユーザが第２の深度面の領域にあるプレノプティック画像の箇所を注
視している場合、プロセスは第２の深度面が観察者の目の目下の座標に対応する深度面で
あると決定することになる。ユーザ現注視位置と観察される正しい深度面とのこの整列を
実現するために、システムはユーザの目下の視線をこれらの視線がディスプレイを横切る
位置と一致させる。
【００３１】
　[0037]したがって一実施形態では本システムは、ディスプレイに向かうユーザの注視の
視線を決定する。これは、各目の位置を決定し次いでユーザの目からディスプレイまで線
を投射することによって計算することが可能である。ディスプレイは通常、ユーザを基準
として固定された位置にあり、したがってシステムはユーザの目の位置を基準としたディ
スプレイ位置を認識するようにトレーニングしておくことが可能である。たとえば、目の
位置がディスプレイに取り付けられた赤外線検出器によって検出される場合、検出器は常
にディスプレイを基準とした同じ位置を有することになる。したがって、ディスプレイの
前方の３次元空間内においてユーザの各瞳孔の位置および方向を決定することによって、
ユーザの注視に関する最初の位置および方向を示すベクトルが決定され得る。このベクト
ルからシステムは、ディスプレイ上のベクトルがディスプレイと交差する点を決定するこ
とが可能である。ディスプレイ上のユーザの注視が見ているこの位置は次いで、どの深度
面がユーザの目下の注視と対応するかを決定するために使用することが可能である。いく
つかの実施形態では、ディスプレイが２次元座標系に分割されているとともに、システム
はディスプレイ上でユーザの注視が向けられている位置のＸ／Ｙ座標を検出する。
【００３２】
　[0038]ユーザの注視がディスプレイに接触する座標を知ることに加えて、システムはさ
らに、表示されたフレーム上の等価位置を決定済みとするように構成されている。したが
ってディスプレイ上に各フレームが表示されると、システムはこの表示された画像フレー
ムに対して座標系を割り当てることが可能であり、画像の座標を表示デバイスの座標と一
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致させる。これによってシステムは、表示デバイスのある特定の座標位置がユーザによっ
て注視されているときに画像のどの座標位置が観察されているかを決定することが可能で
ある。
【００３３】
　[0039]最後にプロセスは、観察者の目の座標に対応する深度面情報を保存するためにブ
ロック６３０に進む。
【００３４】
　[0040]図７は、プレノプティック画像を観察者の注視に対応する深度面にフォーカスす
るプロセス４６０をさらに詳細に考察したものである。プロセスは、上で検討したブロッ
ク６３０からの保存された深度面から深度面情報を読み取るためのブロック７１０で開始
となる。次にプロセスは、目下表示中のプレノプティックフレームをプレノプティックフ
レーム上の観察者の２Ｄの目の座標に対応する深度面にフォーカスするためにブロック７
２０に進む。プロセスはさらに、プレノプティックフレームのフォーカスされた深度面が
これに対して３Ｄ効果を有し、人が実世界のシーンを観察するやり方と同じ現出となるよ
うなブロック７３０に示したような立体視３Ｄのための機能を含む。上で検討したように
、合フォーカスにさせる深度面はプレノプティック映像ストリームのプレノプティックフ
レームのフレームごとに様々となり得る。最後にプロセスは、ブロック７４０に示したよ
うに目下のフォーカスのあるプレノプティックフレームをメモリ内に保存する。
【００３５】
　[0041]本技術は、汎用または特殊目的の他の多くのコンピューティングシステム環境ま
たは構成で動作する。本発明と一緒に用いるのに適し得るよく知られたコンピューティン
グシステム、環境および／または構成の例としては、パーソナルコンピュータ、サーバコ
ンピュータ、ハンドへルド型またはラップトップ型デバイス、マルチプロセッサシステム
、プロセッサベースのシステム、プログラマブルな家庭用電子機器、ネットワークＰＣ、
ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、上記のシステムやデバイスのいずれか
を含む分散コンピューティング環境、その他（ただし、これらに限らない）が含まれる。
【００３６】
　[0042]本明細書で使用される場合に命令とは、システム内で情報を処理するためのコン
ピュータ実装型のステップを意味している。命令は、ソフトウェア、ファームウェアまた
はハードウェアの形で実装可能であり、システムの構成要素によって実施される任意のタ
イプのプログラム式ステップを含むことが可能である。
【００３７】
　[0043]プロセッサは、Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）プロセッサ、ＰｅｎｔｉｕｍＰｒｏ
プロセッサ、８０５１プロセッサ、ＭＩＰＳ（登録商標）プロセッサ、Ｐｏｗｅｒ　ＰＣ
（登録商標）プロセッサまたはＡｌｐｈａ（登録商標）プロセッサなど、単一チップまた
はマルチチップの任意の従来式で汎用のプロセッサとすることがある。さらにこのプロセ
ッサは、ディジタル信号プロセッサやグラフィックスプロセッサなどの任意の従来式の特
殊目的プロセッサとすることがある。このプロセッサは典型的には、従来式のアドレスラ
イン、従来式のデータライン、および１つまたは複数の従来式の制御ラインを有する。
【００３８】
　[0044]本システムは、詳細に検討したような様々なモジュールからなる。当業者であれ
ば理解できるようにこれらのモジュールの各々は様々なサブルーチン、手続き、定義文お
よびマクロを備える。これらのモジュールの各々は典型的には、単独でコンパイルされて
単一の実行可能プログラムとするようにリンクされている。したがって好ましいシステム
の機能を記述するために便宜上、これらのモジュールの各々に関する記述が用いられてい
る。したがって、これらのモジュールの各々によって実施されるプロセスはそれ以外のモ
ジュールのうちの１つに適宜再配分されること、単一のモジュールとするように互いに結
合されること、あるいはたとえば共有可能なダイナミックリンクライブラリ内で利用可能
とさせることがあり得る。
【００３９】
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　[0045]本システムは、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）またはＭｉｃｒ
ｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）などの様々なオペレーティングシステムと接続
して使用されることがある。
【００４０】
　[0046]本システムは、Ｃ、Ｃ＋＋、ＢＡＳＩＣ、ＰａｓｃａｌまたはＪａｖａ（登録商
標）などの従来の任意のプログラミング言語で記述されることがあり、また従来のオペレ
ーティングシステム下で動作されることがある。Ｃ、Ｃ＋＋、ＢＡＳＩＣ、Ｐａｓｃａｌ
、ＪａｖａおよびＦＯＲＴＲＡＮは、実行可能コードを作成するために多くの商用のコン
パイラの使用が可能な工業標準のプログラミング言語である。本システムはまた、Ｐｅｒ
ｌ、ＰｙｔｈｏｎまたはＲｕｂｙなどのインタプリタ型言語を用いて記述されることがあ
る。
【００４１】
　[0047]当業者であればさらに、本明細書で開示された実施形態と連携して説明した様々
な例示の論理ブロック、モジュール、回路およびアルゴリズムステップが電子的ハードウ
ェアとして、コンピュータソフトウエアとして、あるいはこの両者の組合せとして実装さ
れ得ることを理解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの相互交換可能性を明瞭に
例証するために、様々な例示の構成要素、ブロック、モジュール、回路およびステップに
ついて全体としてその機能に関して上で説明した。このような機能をハードウェアとして
実装されるかソフトウェアとして実装されるかは、具体的な用途や全体システムに課せら
れた設計上の制約に依存する。当業者は、記載された機能を具体的な各用途に合わせて多
様な方法で実装することになるが、このような実装上の判断は本開示の趣旨からの逸脱を
生じるものと解釈されるべきでない。
【００４２】
　[0048]本明細書で開示された実施形態と連携して説明した様々な例示の論理ブロック、
モジュールおよび回路は、汎用のプロセッサ、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
または他のプログラマブル論理デバイス、離散的なゲートまたはトランジスタロジック、
離散的なハードウェア構成要素、または本明細書に記載された機能を実行するように設計
されたこれらの任意の組合せを用いて実装または実行されることがある。汎用プロセッサ
はマイクロプロセッサとすることがあるが、代替としてプロセッサを任意の従来式プロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラまたは状態機械とすることがある。プロセッ
サはまた、コンピューティングデバイスの組合せ（たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッ
サの組合せ）として、複数のマイクロプロセッサとして、ＤＳＰコアと接合させた１つま
たは複数のマイクロプロセッサとして、または他の任意のこうした構成として実装される
ことがある。
【００４３】
　[0049]１つまたは複数の例示の実施形態では、記載された機能および方法は、ハードウ
ェア、ソフトウェア、またはプロセッサ上で実行させるファームウェア、あるいはこれら
の任意の組合せの形で実装されることがある。ソフトウェアでの実装の場合にその機能は
、コンピュータ読み取り可能な媒体上に保存されることや、コンピュータ読み取り可能な
媒体上の１つまたは複数の命令またはコードとして送信されることがある。コンピュータ
読み取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と、コンピュータプログラムのある箇所か
ら別の箇所への転送を容易にする任意の媒体を含んだ通信媒体と、の両方を含む。記憶媒
体は、コンピュータによるアクセスが可能な利用可能な任意の媒体とすることがある。限
定ではなく一例として、このようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ
、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶デバイス、磁気デ
ィスク記憶デバイスまたは他の磁気記憶デバイス、または命令またはデータ構造の形態で
の所望のプログラムコードの運搬または保存に使用することが可能でありかつコンピュー
タによるアクセスが可能であるような他の任意の媒体を備えることが可能である。さらに
任意の接続も、コンピュータ読み取り可能な媒体と呼ぶのに適当である。たとえばソフト
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ウェアをウェブサイト、サーバまたは他のリモートソースから同軸ケーブル、光ファイバ
ケーブル、ツイストペア、ディジタル加入者線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線およびマ
イクロ波などのワイヤレス技術を用いて送信する場合、この同軸ケーブル、光ファイバケ
ーブル、ツイストペア、ＤＳＬまたは赤外線、無線およびマイクロ波などのワイヤレス技
術は媒体の定義の中に含まれる。本明細書で使用される場合のディスク（ｄｉｓｋ）やデ
ィスク（ｄｉｓｃ）には、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）
、光ディスク、ディジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク
およびブルーレイディスクを含んでいる（ここで、ディスク（ｄｉｓｋ）は通常データを
磁気式に再生するものであり、一方ディスク（ｄｉｓｃ）はデータをレーザーを用いて光
学式に再生するものである）。上述したものの組合せもコンピュータ読み取り可能な媒体
の範囲に含まれるべきである。
【００４４】
　[0050]上の説明は、本明細書で開示されたシステム、デバイスおよび方法に関するある
種の実施形態について詳述したものである。しかし、上述の内容がテキストでどのように
詳述されたかによらず、このシステム、デバイスおよび方法は多くの方法で実施される可
能性があることが理解されるべきである。さらに上で述べたように、本発明のある種のフ
ィーチャや態様を説明する際における具体的な用語法の使用は、その用語法が本明細書で
は当該の用語法に関連付けされる技術のフィーチャや態様の任意の指定の特性を含むよう
な限定を受けるように再定義されていることを示唆するものと取られるべきでないことに
留意されるべきである。
【００４５】
　[0051]様々な修正および変更が記載された技術の趣旨を逸脱することなく実施され得る
ことが当業者によって理解されるであろう。このような修正や変更は、実施形態の趣旨の
域内にあるように意図されている。さらに、一実施形態に含まれる部品がその他の実施形
態と相互交換可能であること、記載された実施形態からの１つまたは複数の部品が記載さ
れた他の実施形態とで任意の組合せで含まれ得ること、が当業者によって理解されるであ
ろう。たとえば、本明細書に記載されたおよび／または図面に示された様々な構成要素の
うちのいずれかが、他の実施形態と組み合わされること、相互交換されること、あるいは
これから除かれることがあり得る。
【００４６】
　[0052]本明細書における実質的に任意の複数および／または単数の用語の使用に関して
、当業者はコンテキストおよび／または用途に対する適合に応じて複数形を単数形におよ
び／または単数形を複数形に変換することが可能である。本明細書では明瞭にするために
、様々な単数形／複数形の置換が明確に示されることがある。
【００４７】
　[0053]一般に、本明細書で用いられる用語が全般的に「開放型の（ｏｐｅｎ）」用語と
するように意図されていること（たとえば、「～を含んだ（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」とい
う用語は「～（ただし、これらに限らない）を含んだ（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｂｕｔ　ｎ
ｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」と解釈されるべきである、「～を有する（ｈａｖｉｎｇ
）」という用語は「少なくとも～を有する（ｈａｖｉｎｇ　ａｔ　ｌｅａｓｔ）」と解釈
されるべきである、「～を含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」という用語は「（ただし、これら
に限らない）を含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ　ｂｕｔ　ｉｓ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ
）」と解釈されるべきである、その他であること）が当業者によって理解されるであろう
。さらに、導入された特許請求記述について具体的な数を意図している場合、このような
意図がその特許請求で明示的に記述されることになるが、このような記述がなければこの
ような意図は存在しないことが当業者によって理解されるであろう。たとえば理解の支援
として、以下の添付の特許請求の範囲は、特許請求記述を導入するために「少なくとも１
つの」や「１つまたは複数の」という導入表現の使用を包含することがある。しかしこの
ような表現の使用は「ａ」や「ａｎ」という不定冠詞による特許請求記述の導入が、導入
されたこのような特許請求記述を包含した具体的な任意の特許請求をこのような記述１つ
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（同じ特許請求が「１つまたは複数の」あるいは「少なくとも１つの」という導入表現と
「ａ」や「ａｎ」などの不定冠詞とを含む場合（たとえば、「ａ」および／または「ａｎ
」は典型的には「少なくとも１つの」あるいは「１つまたは複数の」を意味すると解釈さ
れるべきである）であっても同じ）、また特許請求記述の導入に使用された定冠詞の使用
についても同じことが成り立つ。さらに当業者であれば、導入された特許請求記述につい
て具体的な数が明示的に記述されている場合であっても、このような記述は典型的には、
記述した数が少なくともあることを意味する（たとえば、他の修飾詞を伴わない「２つの
記述内容」のむき出しの記述は典型的には、少なくとも２つの記述内容、または２つ以上
の記述内容を意味する）ことを理解されよう。さらに、「Ａ、ＢおよびＣ、その他のうち
の少なくとも１つ」に相当する用法が用られている場合においては一般に、このような構
造は当業者がこの用法を理解するような感覚で捉えられ得る（たとえば、「Ａ、Ｂおよび
Ｃのうちの少なくとも１つを有するシステム」であればＡを単独で有する、Ｂを単独で有
する、Ｃを単独で有する、ＡおよびＢを一緒に有する、ＡおよびＣを一緒に有する、Ｂお
よびＣを一緒に有する、および／またはＡ、ＢおよびＣを一緒に有する、その他を有する
ようなシステムを含むが、これらに限定されることがない）。「Ａ、ＢまたはＣ、その他
のうちの少なくとも１つ」に相当する用法が用られている場合においては一般に、このよ
うな用法は当業者がこの用法を理解するような感覚で捉えられ得る（たとえば、「Ａ、Ｂ
またはＣのうちの少なくとも１つを有するシステム」であればＡを単独で有する、Ｂを単
独で有する、Ｃを単独で有する、ＡおよびＢを一緒に有する、ＡおよびＣを一緒に有する
、ＢおよびＣを一緒に有する、および／またはＡ、ＢおよびＣを一緒に有する、その他を
有するようなシステムを含むが、これらに限定されることがない）。さらに、２つ以上の
代替的な用語を示すような事実上任意の離接語および／または表現は、本説明、特許請求
の範囲または図面のいずれであるかによらず、その用語のうちの１つ、その用語のうちの
いずれか一方、あるいはその用語の両方を含む可能性を企図しているものと当業者によっ
て理解されるべきである。たとえば、「ＡまたはＢ」という表現は、「Ａ」または「Ｂ」
または「ＡおよびＢ」の可能性を含むものと理解されることになる。
【００４８】
　[0054]本明細書に様々な態様および実施形態が開示されているが、他の態様および実施
形態については当業者には明らかであろう。本明細書で開示された様々な態様および実施
形態は、例示を目的としたものであり、限定とするように意図されたものではない。
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